
な
い
も
の
、
法
令
等
の
規
定
に
よ

り
開
示
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
も
の

な
ど
に
つ
い
て
は
、
本
人
に
対
し

て
も
開
示
し
な
い
場
合
が
あ
り
ま

す
。

●●
訂
正
の
請
求

開
示
を
受
け
た
自
分
の
情
報
が
、

事
実
と
違
う
場
合
に
は
、
そ
の
誤

り
の
訂
正
（
追
加
ま
た
は
削
除
を

含
む
。）
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
訂
正
請
求
に
は
、
事
実
と
違

う
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
等
の
提

出
が
必
要
で
す
。

●●
利
用
停
止
の
請
求

開
示
を
受
け
た
自
分
の
情
報
が
、

収
集
の
制
限
や
、
利
用
及
び
提
供

の
制
限
に
違
反
し
て
い
る
と
認
め

ら
れ
る
と
き
は
、
そ
の
情
報
の
利

用
の
停
止
、
消
去
及
び
提
供
の
停

止
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

役
場
総
務
課
情
報
公
開
係

�
９
８
５
―
４
１
０
３

４月１日から個人情報保護法が
全面施行されます

●だれもが安心してＩＴ社会の便益を享受するための制度的
基盤として、１５年５月に成立、公布された個人情報保護法が
１７年４月１日から全面施行されます。
●個人情報取扱事業者は、個人情報の利用目的を明らかにし、
その範囲内で取り扱わなければなりません。また、本人の同
意を得ずに個人データを第三者に提供することは原則禁止さ
れるほか、安全管理措置、従業者や委託先の監督など個人情
報の適正な取扱いに関するルールが適用されます。
●自分の個人情報については、事業者に開示等を求めること
ができます。また、個人情報に関するトラブルや疑問は、そ
の事業者に申し出るほか、認定個人情報保護団体や地方公共
団体、国民生活センターの苦情相談窓口などでご相談いただ
けます。
※ 詳しくは、内閣府国民生活局ホームページ（http://www
5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/index.html）をご覧ください。

開示請求の手続き
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開示請求窓口で閲覧・写しの交付
を受けます。（閲覧は無料、写しは
１枚１０円）
※本人であることを証明する書類
（運転免許証、パスポート、健康
保険証等）の提示が必要です。

決定に不服があるときは、行政不
服審査法に基づく不服申立をする
ことができます。（決定を知った日
の翌日から６０日以内）

開示請求者は、本人であるこ
とを証明する書類（運転免許
証、パスポート、健康保険証
等）の提示が必要です。
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開示請求窓口（総務課）

開示請求者に決定内容を
書面でお知らせします。

担当課
開示請求の日から原則
１５日以内に開示・不開
示を決定します。
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